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史





第
一章

蝦
夷
地
時
代

開
拓
使
時
代

第
一
節
か
ら
第
七
節
まで
は
上
巻
に
登
載

第
二
章第
一
節
か
ら
第
五
節
まで
は上
巻
に
登
載

第
三
章

三県
一
局
時
代

上
巻
に
登
載

第
四
章
北
海
道
庁
時
代

第
一
節
から
第
四
節
まで
は上巻

に
登
載

第
五
章
北
海
道
時
代

第
一
節
か
ら
第
五
節
ま
で
は
上
巻
に
登
載

第
六
章

空
知
の
概
要

第
一
節
及
び
第
二
節
は上
巻
に
登
載
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第
一
章

地
心
誌

第
一
節
位
置
・
面
積

滝
川
市
は
北
海
道
の
中
央
西
部
に
あ
る
空
知
地
方
の
中
央
部
に
位
し、
石
狩

川
と
そ
の
第
一
の
支
流
で
あ
る
空
知
川
の
合
流
地
点
から
北
東
に
位
置
す
る
地

域
で
あ
る
。

東
は
音
江
山
中
腹
を
東
端
と
し
て
西
南
方
向
に
流
れ
る
ポ
ン
ク
ラ
川
及
び
空

知
川
に
よ
っ
て
赤
平
市
と
境
し、
南
は
空
知
川
を
隔
て
て
砂
川
市
と
相
対
し
、

西
は
石
狩
川
を
は
さ
ん
で
樺
戸
郡
新
十
津
川
町
及
び
雨
竜
部
雨
竜
町
に
接
し
、

北
は
石
狩
川
を
境
に
雨
竜
郡
妹
背
牛
町
と
須
馬
麻
内
(スマ

マナイ)
川
を
以
っ
て
深

構 面

成

比 積

%% km2

宅七
・
五

八
・
六
九

地

一一・
九

一三
・
八
三

一二
三
・
六

三
八
・
九二

田

山

八
・
一

九
・
三
九

林
牧 牧

六・
六

七
・
六
一

場
原

三・三
三
・
八
四

野
雑

八
・
〇

九
・
二
六

地

二
一
・〇

二
四
・
二
八

そ
の
他

一〇
〇
・
〇

一
一五
・
八
二

計

地
目
別
面
積
(平
成
二
年
四
月
現
在
)

川
市
と
接
し
て
い
る
。

東
端
東
経
一
四二
度
五
分二
二
秒

一
四
一
度
五
二
分
五
五
秒

西
端
東
経

北
緯

北
緯
四三
度
四〇
分一一

秒
四
三
度
三
一
分
三
七
秒

砂
川
市
界

雨
竜
郡
妹
背
牛
町
界

面
積
の
変
更
(平
成
二
年
四
月
現
在)

平
成
元
年
十
一
月
十
日
付
で、
滝
川
市
の
面
積
が
変
更
に
な
った。

そ
の
理

由
は、
国
土
地
理
院
で
は
従
来
五
万
分
の
一
の
地
図
で
面
積
を
計
測
し
て
い
た

の
で
あ
る
が、
今
回
、
二
万
五
〇
〇
〇
分
の
一
の
地
図
で
精
査
し
た
結
果、
今

ま
で
の
公
称
面
積
よ
り〇
・
五二
平
方
キ
ロ
少
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
で

あ
り
、
そ
の
結
果
は
次
の
と
お
り
と
な
った
。

一
六
・
九
キ
ャ

一五
・
八
キ
ャ

一
一五
・
八
二
平
方
キ
ロ

(従
来
は
一
一六
・
三
四
平
方
キ
ロ
)

東
西

面
積

南
北

赤
平
市
界

樺
戸
郡
新
十
津
川
町
界

北
端

南
端

畑

第
二
節
か
ら
第
四
節
ま
では
上巻
に
登
載

第
一
章
地

誌



第
二
編
自

然

第
二
章
気

象

第
一
節
気
象
観
測

滝
川
に
お
け
る
気
象
観
測
は、
明
治
時
代
から
戸
長
役
場
・
村
・
町
役
場
に

軽
便
な
装
置
を
使
って
測
候
さ
れ、
こ
の
観
測
値
を
観
測
所
又
は
北
海
道
庁
に

報
告
し
て
い
た
。

昭
和
二
十
五
年
に
道
立
農
業
試
験
場
原
種々
農
場
が
滝
川
市
に
設
置
さ
れ
て

気
象
観
測
を
行
う
よ
う
に
な
った
の
で、
昭
和
二
十
八
年
か
ら、
こ
の
観
測
値

を
滝
川
の
気
象
資
料
と
し
て
使
って
いる
。

更
に、
昭
和三
十
四
年
六
月
十二
日
に
札
幌
管
区
気
象
台
滝
川
気
象
通
報
所

が
設
置
さ
れ
た
ので
、
そ
れ
以
後
昭
和
五
十
八
年
三
月
ま
で
は
、
そ
の
観
測
値

を
使
用
し
て
い
る。

そ
の
後、
昭
和
五
十
八
年三
月
末
で
、
滝
川
気
象
通
報
所
が
廃
止
と
な
り、

同
年
四
月
一
日
か
ら
は、
ア
メ
ダ
ス
に
よ
る
岩
見
沢
測
候
所
の
観
測
結
果
に
も

とづ
い
て
滝川
の
気
象
観
測
値
を
だ
す
よ
う
に
な
っ
た。

ア
メ
ダ
ス
無
人
観
測
所
の
位
置
は、
南
滝
の
川
二
五
一‒一、

北
緯
四
三
度三

四
分
一
秒
、
東
経
一
四
一
度
五
六
分
七
秒、
海
面
上
の
高
さ
は
四
八
メー
ト
ル

に
あ
っ
て、
こ
の
観
測
値
が
岩
見
沢
測
候
所
に
自
動
的
に
送
ら
れ
て
い
る
。

本
節
の
気
象
観
測
の
数
値
は、
道
立
滝
川
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
(も
と
原
種々

農
場)
が
、
岩
見
沢
測
候
所
か
ら
送
ら
れ
た
も
の
を
分
析
作
成
さ
れ
た
も
の
を

も
と
に
整
理
し
て
、
市
史
上
巻
に引
続
い
て
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め、
市
史
上
巻
に
あ
る
風(風

向・
風
速)
に
関
す
る
資
料
が
得
ら
れ
な

い
の
で
本
節
で
は
掲
載
で
き
な
か
った
。

1
気

温

最
近、
地
球
の
温
暖
化
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が、
滝
川
市
の
気
温
に
つ
い
て

み
る
と
大
き
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
年
別
最
高
気
移
に
つ
い
て
は
従
来
の
観

測
値
と
の
差
は
少
な
い
し、
年
・
月
別
の
平
均
気
温
の
推
移
に
つい
て
も
、
平

成
元
年
の
年
間
平
均
気
温
が
十
数
年
ぶ
り
に
七
・
九
度
と
な
り
高
か
った
が、

他
の
年
に
つい
て
は
従
来
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し、
年
・
月
別
の
最
低

気
温
に
つ
い
て
は、
こ
の一
〇
年
間、
マイ
ナス二

五
度
以
下
が
二
回
だ
け

で
、
こ
の
点
で
は、
寒
い
日
が
少
な
く
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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第
二
章
気

象 最

高

三
一
・四

三〇
・
七

三
三
・
一

二
九
・
八

三
〇
・
九

三
四
・
八

極
最

低H
二〇
・八

十
二五
・六

I
二四
・八

I
二

・三
十
二三
・六

I
二
七
・〇

極

平
成
元

六
三
六二
六
一
六
〇

昭
和
五
九

年
最

高

三
四
・
九

三二
・〇

二
九
・
七

三
一・
九

三
二
・
五

三
二
・
〇

極
最

I
一八
・四

I
二〇
・六

十
二
・
一

I
二
四
・九

◆

I
二
六
・二

(
二三
・九

極

二
年
別
最
高
・
最
低
気
温
(摂
氏
)

平
成
元
(1)
五
・八
〇
五
・
三

六三
()
五
・九
〇
九
・
O
H
二
・五

六二
十
八
・三
工
七
・四
〇
二
・
四

六
一
付
一〇
・〇

九
・五
十
三
・七

六〇
(
一二
・二
十
五
・
四
I

五
九
〇
八
・九|〇

一
〇
・二
十
五
・五

五
八
〇
七・二

口
八
・五
十
三
・八

五
七
〇
八
・二
十
九
・
六
七
二
・〇

五
六
(
一
〇
・〇

七
・二
〇
三
・六

五
五
十
八
・〇

一
〇
・〇

三
・二

五
四
十
七
・九
〇
五
・八
口
四
・
一

昭
和
五
三
()
九
・〇
(
一
三
・〇
七
四
・六

二
月

三
月
|

六
・
七

四
・
八

三・
八

四
・
六

六
・〇
二
・
九

七
・
七

四
・
二

四・
四

二・
一

二
・
七

三
・
八

一〇
・
七

一〇
・
七

一
一
・五

一〇
・
二

一
一・〇
一
一・
四

一
一
・七

一
一
・七

一
一
・〇

一〇
・
四
一
六・
六
一
九
・
〇

二三
・
〇

七
月

二二二
・
一

二
二
・
九

一
九
・
七

二
一
・九

一
六
・
五

七
・
三

九
・
〇

八
・
一

六
・
九

一
〇
・
一

八
・
七

一〇
・
八

八
・
一

一
〇
月二
・

〇 八
・九
八
〇
・
二
日
二
・七

一
・六〇

四
・七

一・六
〇
四
・七

二
・三
〇
六
・
八

一
・
二
份
四
・
九

二
・四
十
五
・
六

三
・〇

三
・〇

六
・
七

五
・
七

七
・〇
六
・
四

六
・
〇

年
間

た
も
の

が
ま
と
め

セ
ン
タ
ー

遺
伝
資
源

の
通
報
を

ア
メ
ダ
ス

備備
考

一
年
・
月
別
平
均
気
温
表
(摂
氏)

四
月

五
月
一
六
月

一
五
・
○

一
七
・
七

一
七
・
〇

一
六
・
四

一
五
・
〇
二〇
・
二

二
二
・
一
二三
・
三

二
二
・
一

一
四
・
六

一
六
・
〇

一
五・
九

二二
・
二
一
五
・
九

一
四
・
六

一
五
・
四

一
四
・
九

一八
・
五

二〇
・
二

二
一
・
七

一
五
・
二

八
月

一
七
・
一

一六
・
四

一
六・
四

九
・
五

四
・八
口
三
・七

一
二月

七
・
九

六
・
六

七

六
・
五

五・
八

(昭
和
五
十
三
年
以
降
の
毎
日
の
平
均
気
温
は、

一日
の
最
高
気
温
と
最
低
気
温
の
計
を
二
で
除
し
た
も
の
で、
月、
年
平
均
気
温
は、
そ
の
平
均
値
で
あ
る)

<
道
立
植
物
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
資
料
>

年

月

五
八
五
七
五
六

五
五
五
四

昭
和
五三

年

一
月

〇
・
五

二
・
六

一七
・
六

一
二
・
九

一四
・
八

一七
・
八

一
九
・
九

二〇
・
八

一九
・
三
一
九
・
七

九
・一

〇
・
七
十
三
・〇

二
・六
七
四
・二

二
・二
十

二
・
一

一・八
〇
四
・〇

九
月

二
一
・二

一八
・
七

二
〇
・
〇

一
八
・
五

一
一月

低 六
・三
六・
一

六
・
〇

二
一
・三

九
・
五
一五
・
一

一七
・
三

一〇
・
八

一
七
・
七

9



第
二
編
自

最
低極
値1
三
二
・
五
(明
治四二)

年

六
三

二

六
二

六
一

六
C

五
九

五
八

五
七

五
五

五
四

昭
和
五
三

月

三
・
七

四
・
三

五
・
六

三
・
九

〇
・
〇

〇
・
六
付

一・
六

三
・八

〇
・三

三
・
五

二
・
〇

〇
・二
〇
・
八

四
・
五

一
・七
七
〇
・二

・
四
・
六
一
二
・
五

・
・

二
・
六

二・
八

一・
三

三
・
六

四
・
八

一
・四

八
・
二

六
・
四

六
・
四

八
・
九

四
・
二

八
・
六

二
・
九

二
三
・
六

二
一
・九

一
六・
五

一八
・
一

二〇
・
四

一
九
・
四

一
六
・
七
二
四
・
五

二
四
・
二

二
五
・
九

二
四
・
九

二三
・
一

五
月

二
七
・
八

二
七
・
八

三
〇
・
三

二
七
・
四
三
〇
・
七
三
・
九
二
九
・
一
二
一
・C

一
五
・
二

一
四
・
一

一
四
・
八

一五・〇
一三
・
五

四
・
六

四
・
七

七
・
三

八
・〇
九
・
二

一二
月

三
四
・
九

三
二
・
〇

三
〇
・
三

三
一
・九

三
二
・
五

三
二
・
〇

三
一
・
四

三〇
・
七

三
三
・
一

二
九
・
八

三
〇
・
九

三
四
・
八

年1二
五
・
六

(二
四
・八

(1二
一
・
三

(
二
三
・六

(
二
七
・〇

年
間

四
年
・
月
別
最
低
気
温
(摂
氏)

五
七
()二
三
・九
十
二
五
・六
〇
一
四
・四
十
七
・
一

五
六

五
五

五
四

昭
和
五
三

年

月
一
月

二
月

三
月

四
月

六
月

三
・
六
一
一
・九

一二
・
三

一
二・
七

八
・
四

一三・
七

七
月

一三
・
八

一
一・
五

八
・三
九
・
二

一〇
・
二

八
月

九
月
|
一
〇
月

〇
・〇

九
・二
〇
一
二
・
四

四
・
二丁

二・〇
八
・〇
(
一
五
・
七

二
・八
〇

二
・五
〇
五
・〇
(
一
九
・
九

三
・四

〇
・二
日
六
・五
〇
一
四
・四

五
・二
十
二・四

〇
七
・四
工
二
一
・二

一
一月

一二
月

一三
・
二

一〇
・
四

五
・
八

三
・
五

五
・
五

三
一
・五

三
二
・〇

三
一
・
八
二
五
・
八

二
五
・
九

二
二
・
二

一
九
・
八

一
八
・
〇

二〇
・
八

二
〇
・
九

二
〇
・
六

二
四
・
八

一〇
月

一
六
・
四

一
一月

間

三
年
・
月
別
最
高
気
温
(摂
氏
)

※
明
治三
十
三
年
の
観
測
以
来 然

最
高
極
値
三八
・
五
(明
治三
五)

三
月

四
月
|

二
三
・
九

二三
・
二

二
五
・三

二
五
・
〇

二
九
・
三

二
六
・
七
二
七
・
五

二
一
・五

二
六
・
一

三〇
・
七

三
二
・
〇

二
七・
一

二
九
・
九

三
一
・
一
三
四
・
八

七
月

・
三
四
・
九

八
月

二
六
・
二

二
五
・
五

二
八
・
二
二
四
・
C

一
二
・
四

一
二
・三

一
六
・
三

一
四
・三

一
一
・七

一二
・
三

二
六
・
七

二
九・
一

六
月

三
一
・七

二
七
・
六

二
八
・
六

(二
三
・六
(
一
九
・二
〇
一
六
・五
十
八
・九
八
〇
・三

(二
二
・
六
〇二
七
・〇
付
一
九
・五
〇
一〇
・六
十

一
・六

五
月二
・
〇

(二
四
・八

二
三
・
四
門
一八
・三
十
四
・七・

〇
・
五

(二
〇
・七
十二
一
・三
十
一
五
・五
十
六
・二

〇
・
六

三
・
二

五
・
五

三・
七

三
・
九

二
九
・
八

三
〇
・
九
二
四
・
六

二
四
・
六

九
月

二〇
・
二

二
〇
・
三

三
二
・
〇

二
九
・
七

三
三
・
一
二三
・
六

二
七
・
二

三
一
・
四

二
九
・
八
二
七
・
五

二
六・
六

二
五
・
六

二
九
・
五

一三
・
八

一
一
・九

一八
・二

一
月
|
二
月

五
・
六

五
・
八

三
・
五

平
成

元 元

五
六

〇
・三
T

三
・
三

四
・
二

二
七
・二

三
二
・
五

五・
五

三
・
四

二
三
・
八

一九
・
一

二
五
・
五
二二
・〇

10



第
二
章
気 1

象

八二 八
二
五
四

六
〇
七三 八
七
六三 七
八

一
一五
八
五

一
月

五
二

四
九

五
五

五
八
三七
三
四

八
一
七
四
七
一
五
二

二
月
一

九 九 六八 三
八
二
五
二三 六〇 七
七
九
一

八
四

四
〇

三
月
|

八
二

一〇
二 七
四
一八 二
四

二
七
六
八 八
二
二
七

八
九

七五 六〇
三
八
二
五
四
六
五
六

七
七
七
九 四
三

一
〇
八

五
月

六
月三
六
二
五

二〇

六
五

一〇三 二
九

六
一

九
一
九
五

五
四

一
四
九

五
七

一二
二

六
三

五
〇

四
〇

五
二
四
八
七
七

一
一九

七
月

八
月

一
五
五
七
六
七
八
四
八
五
一
五
四

五
八
九

一
一三
五
五

一二
一

九
月七
六

一
九
九

一三
六
七
八

一
二
四

一
一五
一四
八

一
一二
一八
二
六
九

一二
三

一〇
九

一四
九

一
五三

二
一〇
七
一

一
七
四

一
四
九

二二
八

1○
○

一〇
月

一
一六
一五〇
一六
三

一
一四

四
九

二
二
二

一
六
四

八
四

二
一
六

一〇
六

一
月

九
八
七五
一
二二

八
三
五
七

一二
四

八
五

六
五

一
一〇

一
二
月

一、
一四三

一、
〇
五
二

一、
〇
四
九

七
九〇

八
四
七

九
一
九

一、
六三
九

一
四
六
一、
一四八

一、
二
五
八

一、
〇
五
三

合
計 計

平
成

元
六
三

六
二

六
一

六
〇

五
九

五
八

(
一八
・三
〇一八

・四
十
八
・
六
〇
二・六

〇・
四

〇
・
八

(
一三
・九
十二〇

・六
(
一三
・五
十
七
・三
I

(二
・
二
口二
〇
・六
〇
一
一・五

十
九
・八
I

(二
四
・九
十二
四
・五十二

三
・一
〇
五
・五

〇
・
一

一
・
五

〇
・
九

〇
・
一

三
・
七

九
・
六

一〇
・
六

一
一
・〇

一〇
・
七

一
一・
七

一〇
・
二

九
・
四|

一
二
・
三

一
四
・
五

一
三
・
〇

一
一・
一

一
六
・
五

一
〇
・
五

一
〇・
三

五・
五

一・
六
〇
四
・
五
〇
一
五
・〇

二
五
・二
〇
一・二

〇
一
三
・二
〇
一
六
・九

二
・九
八
〇
・九
(
一
一・七

(
一七
・八

〇
六
・〇
付

一・
二口

四
・六
(
一
四
・四

三
・七
付
一・〇

六
・六
(
一七
・四

四
・二

〇・
九
()一三

・八
〇
一
五
・九

二
・三
十
二・五

十
九
・八
門一
九
・三

(
一八

・四
(
二
〇
・六

(二
・一

1二
四
・
九

(1二
六
・
二

(二
三
・九

(二
〇
・八

2
雨

量滝
川
市
に
お
け
る
年
間
降
水
量
は、
明
治三
十
九
年
の
測

〇〇
〇
ミ
リ
内
外
か
ら
、
多
い
年
で
一、
六
〇
〇
ミ
リ
内
外
と
な
っ
て
い
る

(昭
和
時
代
に
な
っ
て、
一、
五〇
〇
ミ
リ以
上
の
降
水
は、
昭
和三
十二
年、
三十
六
年、
四

十
年
、
四十
四
年、
四十
八
年
、
五十
六
年
の
六
回
が
観
測
さ
れ
て
い
る。)。

定
以
来
(市史上

巻資料)、
平
成
元
年
ま
での
記
録
に
よ
る
と
、
平
均
し
て
一、

年
間
降
水
量五

五
五

五
四

昭
和
五
三

年

六 六 六 五
二 一 〇 九

五
八

五
七

九
六

月
四
月

一
・
九

一〇
・三
五・
五

五
・
二

三
・
八

六
・
四

(二
六
・二
十
一七
・〇
円
一二
・八
口
五
・〇
H

(二
三
・
九
十
二
三
・二
〇
一七
・五
十
一
三
・八

[
二
〇
・八
付
一九
・〇
円
一九
・五
十
三
・
九
八
二
・三
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一二
年
間
の
平
均 元 元

六
三

六
二

六
一

六
〇

五
九

五
八

五
七

五
六

五
五

五
四

昭
和
五
三

二
二 一
五

二八
二
五

二
二 一
九

一
七

二一
二
五
一
五

二
三
二
三
二
四

一
八

一
一

二三 一九

一
八

一
四

二〇 一八 一
六

二
一

二〇 一七

二

一
九

一
六

六

一
四

一
六
一
七
一
四

二〇 一
三
一
一

一
七

二
〇

二
三

一
八

一
二

一二二 C

一
六

一
九

一
五

一
〇

四 九

1
1 一

一
五 六 一三

一
一

一三

九 八 七

一〇 七 1
1

一
一

一
三

1
1

一
一

一
一

九 一二 一二 七 三 五

一二

五 六 九

九

一
〇

九 八 六

一六

九九 二 八 三 七 七 九 八 七

一〇 一〇 一二 一
五

八 七 五 七 〇

一
七

一
一 五

一
〇

六
月

七
月

八
月

九
月一
一

一
五 七 一〇 一五

一
一

一
一

一
〇 九

一二 1
1

一
一

一〇

一
七

二〇

一
九 一三 一五 一
七

一九 一九 一
一

一八
一
七
一六 一
七

一
一月二
〇

一
九

一
九

二〇

二
八

二
四

二
一
一
三

二
一

二
八 一三 一八 一八

一
二
月二
一

二
〇
二三 二
二

二一一

二
八

二三 一
四

二
五

一
八

111
一七 一八

日 年
間
降
水

一七六

一
六
六

一九
〇

一
九
一

一八
五

一
七
六

一六
〇

一六
二

一六
九

一九
二

一八
五

一五
九

一六
九

平
成

元

六
三
一

第
二
編
自

然

二
一
八
五

五
一
四
二

五
七

四
七

五三 三
九

四
七
七三

二
九
三三

二
〇
六

二
九
〇

二〇
〇
八
○

一三
六

一
三三

一
七
一

一
三
四
|

一二
三

一三
五|

一、
一五
九

一、
一八
六

12

年
・
月
別
降
水
日
数
(冬
季
間
の
降
雪
日
も
含
む)

(注
・
冬
季
間
の
雪
も
雨
量
に
取
扱
わ
れ
る
。
単
位
は
ミ
リ
)

六
五

九
七

一
月

二
月

三
月

四
月

五
月
一

平
成

年

月

一 四

一
一

一
〇
月



3
霜
・
雪
(終
始
等
)

年

六
三
六
二

六
一

六〇
五
九

五
八
五
七
五
六
五
五

五
四

昭
和
五
三

×区
分

三
・
三
一

四
・
一八

四
・
二一

四
・
二二

四
・
九

四
・
二一

四
・
七

四
・
一五

四
・
一六

四
・
二〇

四
・
一四

四
・
一
四

一
四
二

一五
二

一
五
九

一
六〇
一五
〇

一
四
九

一三
五

一六
一

一三
四

一
三
三

一三
三

一三
五

四
・
二
六

四
・
二
五

五
・
五

四
・
一六

四
・
一〇

四
・
一八

四
・
四

四
・
一〇

四
・
一五

五
・
六

四
・
一八

四・
一二

四
・
二
九

五
・
九

五
・
一五

五
・
一
一

五
・
一
七

五
・
一
一

五
・
一〇

四・
二
二

五
・
一七

四
・
一九

五

五
・
一四

五
・
一三

一八
五

一六
〇

一五
〇

一四
五

一
四
一

一四
九

一〇
・
八

一〇
・
八

一〇
・
六

一〇
・
一八

一〇
・二
八

一
一・

九

一〇
・

八

愛相月
・日 日 日

一〇
・
一八

一一・
二

一〇
・
二
一

一〇
・
一七

一
一・

二

一〇
・
二
五

一〇
・
一七

一〇
・
二
六

一〇
・
二
三

一〇
・
二二

一〇
・
三
一

一〇
・
一三

一
一・
三
〇

一
一・
一〇

一
一・
一九

一
一
・
一四

一
一
・
一四

一
一
・
一一

一
一・
二
五

一
一・
二
四

一一・
六

一二
・
四

一二
・
一〇

一二
・
三

降
雪
始
日

根
雪

始
日

月
・
日

月
・
日

備
考

第
二
章
気

象

降
雪
量
・
最
深
積
雪
量
な
ど

雪
は
雨
量
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
お
り、
市
史
上
巻
で
は
最
深
雪
量
の
記
録

のみ
掲
載
し
て
いる
が
降
雪
量
の
記
録
は
な
い
。
雪
は、
北
国
の
日
常
生
活
と

関
係
が
深
く
半
年
間
も
雪
に
接
す
る
ので
、
本
編
で
は
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
か

ら
資
料
を
入
手
し
、
昭
和
五
十
三
年
以
降
の
降
雪
量
も
あ
わ
せ
て
掲
載
し
た。

日
月
・
日

降
雪
終

日
晚

霜
日

無
霜

期
間
初

月
・
日

一〇
・
三
一

一〇
・
一七

一〇
・
一三

一〇
・
四

一〇
・
六

一五
〇

一六
六

一
五三
一
九
一

一七
八

一
四
七

<
道
立
植
物
遺
伝
資
源
セン
タ
ー
資
料
>

平
成
元

月
・
日
一

根
雪
終

日
根

雪
期
間

(積
雪
)

旧

日

13



天
候
は
年
間
を
通
じ
晴よ
り
も
曇
の
日
が
多
い。
日
照
時
間
に
つ
い
て
は、

昭
和
六
十
二
年
以
降
減
少
の
傾
向
に
あ
る
。

平
成
元
六三 六二
六
一

六
〇
五
九
五
八
五
七
五
六
五
五

五
四

昭
和
五
三

一、
九
一四

二、
一九
六

二、
一六
六

二、
七三
五

一、
二
三
五

一、
九
九
一

二、
三
〇
五

二、
〇
五
七

一、
四三
六

九
七
〇

一、
四
九四

一
、
四
八
五

二

二、
〇
五
一

三
、
二
六三

二、
二
四
二

三、
〇
五
六

三、
一九
三

一、
六
五三

二、
四
八
一

二、
三
七三

二
、
一九二

三、
〇
一
三

二、
二八
五

二、
一七
七

二
、
二
二
〇

四 雪

五
七
三

五
七
四

八
九二
四
五

六
六
五

六三
四
二
一

四
七
四

五
三
三

四三
九

三
一
四

月月

三
六三
一
一八

二
八
九

二
六三 五
二

一〇三
二三
七

三
五
六
五
二

二
七
九
六
〇

一、
一五
七

一、
一七三

一、
二一二

二、
〇
八
六

一二
、
二二
五

四、
九
九
八

八
、
八
九三

八
、
四
二
六

八、
四
五九

八、
五
三
五

六
、
二
一〇

六、
九
四
八

と
翌
年
の
一
～
四
月
ま
で

そ
の
年
の
一
一～
一
二
月

年
間
降
雪
量

九
九〇 深

積

一・
二
九

二・
二
九

三
・
六

二
・
二
五

三
・
一
一

二
・二
二

二
・
一四

二
・
四

三
・
一二

三
・
一二

二
・
一三

三
・
一五

最
深
積
雪
量

そ
の
当

日
月
・
日

最一、
三三
〇

一、
〇
六
〇

一、
一七〇
七
九〇

一、
一五〇

一、
〇
一〇
九
五〇

一、
二
六〇

九
〇
〇

九
五
〇

一、
〇
〇
〇

雪

第
二
編
自

然
.

別

一、
〇
四
五

三、
二〇
一

二、
五
五
七

三
月
一

降

月
・
年
別
降
雪
量
・
最
深
積
雪
量
と
最
深
積
雪
日
(単
位
・
ミ
リ
)

量

一
月

八
〇
一

六二
八

一
二
月

の
合
計

未
六、
五
三
〇

一〇
、
五
二
四

九
、
〇
四
〇

三
七
六

一、
〇
六〇
九
八
〇

一、
〇
七
二

九
二
〇

二、
六
四〇

一、
八
四
一

二、
一五
〇

二、
〇
二
六

月 月

月候 月

一、
六
三
七

二、
五
九
三

二、
四
六
八

二、
三
六
一

年

4
天

1

14

‒‒‒
1

三〇
二



年
・
月
別
日
照
時
数
(単
位
・
時
間)

年六三 六二 六一
六〇 五
九

五
八

五
七

五
六
五
五

五
四

昭
和
五
三 月

八一・六
四三・七
一三
・三

一三
・一

一六三・三

一六〇・九

一四四・八 〇
六 一三五・九

10五・七
五三・六 10四・七

二
一
月

二
月

一〇七・九

二
六・三

一七七・四

二〇三・四
一五九・九
一八六・九
一九九・〇
二三
・三

二五五・七

一三
・七

一八四・四
二00・三
一九四・四
二三七・六

三
月一三三・六
一五七・九 七・
六三
二三二〇・六

二〇九・四
二四二・四
一九三・三

二七九・三
二五二・五

二三四・三

一五八・三
二〇六・一
一六七・九
二〇五・八
一八七・二
一八一・七

一九一・七

一七八・四
101.
一八五・六
三三・四
三
六・〇
一九三・五

一七九・セ
一四
・〇

一八九・三
二
五・五
二00・七

七
月

一八八・六
二一四・四
六九・五
三三・八
二三七・九

二四四・二

二〇九・四
一四四・三
一三五・三
一七九・九

二四五・二
三三・八

九七・七
一六〇・四

一四三・七
三
九・九 七・
七三
三二
〇・五

一五九・四
一四四・四
一五・三
二三七・八

一〇八・八
九〇・三
三
・九
九九・六
七六・六
二
九・二

五九・一

二元・三
五九・七
二一五・九
二
七・八

二二〇・九
二〇 ・三
七七・一
四四・六
八三・六
七六・三
八一・三

一、五〇八・五
一、四六四・二

一、七九〇・一
二、二八〇・四

三、三四一・五

二、四六二・一
二、二〇四・八
一、七六二・六
一、六五六・五
一、八八二・五
一、九一三・〇
二、〇四三・四

年
間

一
〇
月
間

四
月
～

一、二二八・三
一、二一八・三
一、二元・五
一、四九八・六
一、五五四・〇
一、六一八・三
一、三
六・三

一、二六六・四
一、一四一・七
一、二四五・五

一、三八三・一
一、三三九・九

一〇
月三二七・七
二二八・九
一六〇・四

九九・九
七一・六
八八・セ
一〇六・一

10七・四

<
道
立
植
物
遺
伝
資
源
セ
ン
ター
資
料>

第
二
章
気

象

四
月一四二・六
一五四・九

三二四・四
二〇六・三

二七九・一

二七四・〇
二五・五
三三
五・〇
一五三・九
一八四・七
一七六・一
二三三・九
二〇一・一

五
月

六
月一六七・八
一三九・九
三
一・〇

八
月

九
月一九四・八
ニ三七・六

一四三・一
一五〇・八

一
一月六五・一

一二
月

5
地
温
・
水
温

気
象
条
件
は
農
作
物
栽
培
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
が、
地
温
や
水
温
も

ま
た
成
長
に
大
切
な
条
件
で
あ
る
。
畑
作
・
水
稲
関
係
の
地
温
・
水
温
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

平
成
元

一七〇・八

二四一・三
二六七・八

三五三・九
一七九・二
一九四・九
一六八・六
一七四・四
一五五・二

一五六・一

一六一・五

一七四・九
一六・一

一四三・一
一四七・七

二三
・〇

一四七・九
二三九・〇

15

一八三・四

一九五・〇
一八五・四



年六三
六二 六
一

六
〇

五
九

五
八

五
七

五
六

五
五
五
四

昭
和
五
三 月
五

九
・
六

八・
九

八
・八
九
・
七

九
・
九

九
・三

一〇
・
五

九
・二

一〇
・
二

一〇
・
五

一〇
・
六

一三
・
四

一
四
・
二

一五
・
〇

一四
・
九

一
四
・
五

一
六
・
四

一二
・
七

一五
・
〇

一
四
・
四

一七
・
五

一六
・
五

一
七
・
二

一八
・
五

一八
・
一

一八
・
九

一
七・
一

一八
・
二

二〇
・
一

一
七
・
〇

一九
・
一

一九
・
一

二〇
・
五

二〇
・
一

二
二
・
七

二〇
・
三

二
二
・三

一
八・
五

二
〇
・
三

二
一
・三

二〇
・
六

二〇
・
一

二〇
・
九

一八
・
八

一
九
・
〇

二
一・
九

二
二
・
五

一七・
〇

一
六
・
三

一
五・
八

一五
・
六

一
五
・〇

一
五
・
四

一
五
・
八

一六
・
三

一
五
・
〇

一五
・
七

一六・
五

一
六・
一

一
一
・四

一
〇
・
七

一
二
・〇

九・
五

一〇
・
八

九
・
八

八
・
七

一
一
・二

一〇
・
三

一〇
・
八

一
二
・
九

一
一・三

昭
和
五三

年

月

一
四
・
五

一六
・
三

一
六
・
二

一五
・
九

一五・〇
一七
・
三

二二・
三

一
七
・
五

一
九
・
七

一
九
・
八

二
〇
・
九

一
九・
九

二
二
・
七

一五
・三

二〇
・
四

一
八
・
五

二
〇
・
四

二〇
・
八

二〇
・
八

二〇
・
四

二
〇
・
七

一八
・
九

一
八
・
五

二〇
・
六

二
一
・六

一五
・三

一
五・
二

一五・
二

一四・
八

一
四・二
一
五・
一

一五
・
七

一
五・
一

一四
・
一

一
四・
八

一五
・
七

一六
・
二

二
・七

二
二
・
四

二三
・
七

二
一
・五

二
一
・
四

一五
・
三
一
九
・
三

二〇
・
〇

一
四
・
九
二
〇
・
七

二〇
・
七

二二
・
五

九
・
八

一〇
・
〇

九
・
七

七
・
七

九
・
八

八
・
七

八
・
八

九
・
四

九
・〇

△
一
一
・〇

一二
・
六

一〇
・
八

一
〇
月

一
畑
地
温
と
水
田
地温

第
二
編
自

畑

六
月

地
温
(月
の
平
均
値こ
)九

月
一
〇
月

平
成
元

六三 六二
六
一

六
〇

五
九
五
八
五
七

一
五
・
一

一四
・
八

一
七
・
六

一六
・
四

二
一
・
九

六
月

水
田

水
田
七

月 地

八
月
一

温
(月
の
平
均
値
ご)

一
五・
三
一七・
九

六
一
一
五
・三
一
九
・
六

一
七
・二
二
二・
二

二
三
・
C

二
二
・
一

二
一
・
三

二
〇
・
七

二
〇
・
二

五
四
一一八

・
四|二

一
・五|△二

〇
・
九

二
水

温

水
田
水
温
(月
の
平
均
値
こ
)

年
月

六
月
七

月
八
月

か
ん
が
い
水
温
(月
の
平
均
値
じ
)

<
道
立
植
物
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
資
料
>

3
一〇
月
の
値
は
上
・
中
旬
の
平
均
値、
た
だ
し
五
五
年
(△
印)
は
上
旬
の
平
均
値

2
水
田
地
温
は昭
和
四八
年以
降
地中二

〇
セ
ン
チ
の
観
測
値

注
1
畑
地
温
は
地
中
一
〇
セン
チ
の
観
測
値

1

昭
和
五
三
二
二
・七
二
三
・
八
△
二
四
・
〇
昭
和
五
三
一
四
・
〇
二
三
・
二
△二
四
・
六

月

年
六
月
七

月
八
月

六
〇
一
九
・
四
二
一
・二

五
九
二
〇
・
〇
二
二
・
三

五
八
一
七
・
二二
〇
・〇

五
七
一
九
・
六
二
一・
三

五
六
一
八
・
五
二
二
・
八

五
五
二
一・
〇
三
二
・
〇|

二
一
・
四

二
二
・
C

六〇 五九
一三
・
四
一七
・
七

五
八
五
七
五
六
五
五

五
四
一
一五
・
〇
一
九
・
六

一八・
八

一
九
・二

二〇
・
一

一八
・二

16

然

七
月

八
月

五
五

五
六

五
四

六一
二
一・
二二八

・
九

九
月

平
成
元

月

一三
・
三

一
九
・
四

一七・
二
一
九
・
五



平
成
元

六三
一
九
・
四
二
〇
・
九

六二
一二
〇
・
二
二
一
・〇

二
一
・三

二
一
・
八

一
九
・
〇

平
成
元
一
四・〇

一
九
・三

六三
一
五
・
〇
一八
・
九

六
二
一
四・
九
一八
・
四

二
一・
八

二
一
・三

一七
・
七

17

第
三
章
生

物

第
一
節
か
ら
第
三
節
まで
は上
巻
に
登
載

物
第
三章

生

第
二
節
は
上
巻
に
登
載

<
道
立
植
物
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
資
料>

注
水
田
水
温
、
か
ん
が
い
水
温
の
八
月
の
△印
は
上
旬
の
み
の
観
測

一
七・
九
二二
・
二





第
三
編

開

拓





第
一
章
先
住
民
族

第
一
節
か
ら
第
五
節
まで
は上
巻
に
登
載

第
二
章
開
村
以
前

第
一
節
か
ら
第
七
節
ま
では上

巻
に
登
載

第
三
編
開

拓

21





第
四
編
屯
田
兵
制





第
一
章
屯
田
兵
の
起
源

第
一
節
及
び
第
二
節
は上
巻
に
登
載

第
二
章
屯
田
兵
制
度

第
一
節
か
ら
第
六
節
まで
は上
巻
に
登
載

第
三
章

滝
川
屯
田

第
一
節
か
ら
第
六
節
まで
は
上
巻
に
登
載

第
四
章

江
部
乙
屯
田

第
一
節
か
ら
第
四
節
ま
で
は
上
巻
に
登
載

補
説
に
つ
い
て

滝
川
の
開
発
は、
明
治
十
九
年
五
月
か
ら
着
手
さ
れ
た
市
来
知(現三

笠
市)と

忠
別
太
(現
旭川
市)に

通
ず
る
上
川
道
路
開
さ
く
工
事
の
拠
点
に
な
った
時
に
始

ま
る
。
当
時、
こ
の
近
辺
一
帯
は
空
知
太
と
呼
ば
れ
て
お
り、
同
年
五
月
に
空

知
川
右
岸(空

知大
橋北
端ニトリ

家
具店
敷
地内)に

工
事
事
務
所
が
建
て
ら
れ、
こ

の
道
路
工
事
の
測
量
に
道
庁
属
の
高
畑
利
宜
が
担
当
し
、
ま
た
左
岸
に
は
同
年

六
月
に
三
浦
米
蔵
が
経
営
し
た
渡
船
場
が
で
き
た
時
か
ら
、
一
般
人
が
定
住
す

る
こ
と
と
な
った
の
で
あ
る
。

し
かし
、
実
際
に
開
拓
が
始
ま
った
の
は
滝
川
村
と
し
て
開
村
さ
れ
た
明
治

二
十
三
年(一八

九〇)に
屯
田
兵
と
そ
の
家
族
が
移
住し
て
か
らで
あ
る
。

今
を
去
る
一
〇
〇
年
前
の
明
治
二
十
三
年
六
月
三
十
日
か
ら
七
月
七
日
に
か

第
四
編
屯
田
兵
制

け
て
、
滝
川
屯
田
兵
が
四
四
〇
戸
(家
族
を含
めて一、

九三
一人)

が
入
植
し
、
そ

れ
か
ら
四
年
後
の
明
治
二
十
七
年
五
月
五
日
か
ら
十
七
日
ま
で
に
江
部
乙
屯
田

兵
が
四
〇
〇
戸
(家族
を含めて

一、
七八
八人)

が
移
住
し
、
家
族
と
も
ど
も
、
言

語
を
絶
す
る
苦
難
に
耐
え
て
未
開
の
原
始
林
を
切
り
開
き、
今
日
の
滝
川
の
発

展
の
基
礎
を
築
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
屯
田
兵
の
こと
に
つ
い
て
、
前
滝
川
市
史
(昭
和三
十七
年刊
行)
で
は
一

一九
ペー
ジ
、
現
滝
川
市
史
上
巻
(昭和
五十六

年
刊行)

で
は
一
四
一
ペ
ー
ジ
に

わ
た
り、
屯
田
兵
の
起
源、
屯
田
兵
制
度、
滝
川
・
江
部
乙
両
屯
田、
活
動
状

況
、
そ
の
治
績
な
ど
を
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。

こ
れ
は、
屯
田
歩
兵
第二
大
隊
日
誌
や
高
畑
利
宜
遺
稿
を
は
じ
め
各
種
書
簡

や
記
録
の
保
存
が
良
か
った
ので
、
移
住
当
時
の
状
況
が
的
確
に
把
握
で
き
た

の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て、
本
編
で
は
現
滝
川
市
史
発
刊
以
降
に
入
手
し
た
資
料
にも
と

づく
、
屯
田
開
拓
の
進
捗
状
況
と、
屯
田
兵
後
継
者
や
子
孫
の
現
況
に
つ
い
て

若
干
の
補
説
を
す
る
に
と
ど
め、
他
は
省
略
し
た
。

明
治三
十三
年
現
在

五
六
一・
八
五
一

七二
〇
・
七
五
七

六
七四・三

五二 分〇の墾る対地給
比〇一地開すに与の

年
数

開
村
後

二

三三 五 四 収
件
数

土
地
没

六 七 一

似 鼻
札
幌
郡

同 琴
似
村

山
鼻
村

入
植

地
名

給一、
〇
九
五
・
〇

一、
二
六三
・
三

一、
二
九
〇
・
C

与

町 地
開
墾
反

別

補
説
一
屯
田
兵
村
別
開
墾
成
績

屯
田
名

新 琴 山琴
似

25



第
四
編
屯
田
兵
制

輪 北 南 士 下北剣
渕

南
剣
渕 別

下
東
旭
川

上
東
旭
川

西
当
麻

東
当
麻

東
永
山

納
内

北
一
巳

南
一
巳

東
秩
父
別

西
秩
父
別
雨
竜
郡
秩
父
別
村

一
巳
村
\五、

〇
九
六
・
七

二
、〇
三
八
・三

一、
一〇三

・
三

川
村
一、
一二
五
・
〇

六
七
三
・
九
五
九

三
五五
・〇
七
七

四
〇
一・
九
六
六

四
五
八
・
七
五
九

五
九
九・
一五
四

六三
四・
八
五
七

一
三

1 一 八 八 八 七 九 九 五 六

一
〇

一
一 九 九 九

二
二

西
和
田

東
和
田|根
室
郡
和
田
村

計

北
湧
別

南
湧
別
紋
別
郡
湧
別
村

同 同
(現
北
見
市
)

同
(現
厚
岸
町
)

同
(現
根
室
市
)

一、
〇
一
一
・七

一、
○
一
五
・
〇

一、
五〇
二
・
五
四
九

三
三
五
・
七
二
九

二
九七・

九
二
八

三
四
七
・
四
三
四

三
七
八
・
九
三
七|

11] 三

一〇 一〇 一
二
一
四

-～一
六三 1

二
九

六
四

一一、
○
一
三
・三

一、
六
九
八
・
三

五
〇
〇
・
C

五
一〇
・
六
三
〇

一三
七
・
〇
二
七

五
八
九
・
四
五
九

六
九
一
・
九
六
七

一、
二八
五
・
七
六
二

八
一
八
・
九
八〇

一、
〇
二
四
・
三

九
六
二
・
三
九
四

三
、
四
六
一
・
五
六
八

一、
四
一九
・三
七〇

七三
〇
・
二
六
六

六 二 一 一
一

四 四 四一

る
。

一 1

1

1

本
資
料
は、
上
原
嶺
三
郎
著
「北
海
道
屯
田
兵
制
度
」
北
海
学
園
出
版
会

刊
行
か
ら
引
用(一

部
補正)し

た
も
の
で
あ
る
。

補
説
二
滝
川
屯
田
と
江
部
乙
屯
田
の
開
墾
達
成
度

補
説
一
の
「屯
田
兵
村
開
墾
成
績
表
」
の
と
お
り
、
滝
川
屯
田(南

滝
川
と
北
滝

川
を合
わ
せ
る)
は、
江
部
乙
屯
田
(南江

部乙
と
北
江
部乙
を
合
わ
せる)

よ
り
四
年
前

に
入
植、
開
墾
を
始
め
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
明
治三
十
三
年
現
在
の
開
墾
面
積

は
一、
四〇
〇
町
歩
で
あ
り
江
部乙
屯
田
の
一
、
四
一
九
・三
町
歩
に
及
ば

ず
、
給
与
地
に対
す
る
開
墾
比
も
六
三
・
七パ
ー
セン
トで、

江
部乙
の
七〇

パ
ー
セ
ン
ト
よ
り
も
下
回
っ
て
い
る
。

こ
の
原
因
と
し
て
い
ろ
い
ろ
挙
げ
ら
れ
る
が
主
な
も
の
は
次
の
二
点
で
あ

1
屯
田
兵
の
構
成

明
治
二
十
三
年
に
移
住
し
た
滝
川
屯
田
兵
は、
北
辺
警
備
と
旧
士
族
の
授
産

三
七
屯
田、
一七
村
三
六
、
一九
一・
六
二
〇
、
三
八
一
・
八
五
六
七
・
七

二
、
〇
二
八
・
三
一、
一四〇

・
八
五
六

三
、〇
三
五・〇

下
野
付
牛

中
野
付
牛

上
野
付牛
常呂郡

野
付
牛
村

南
太
田

四
六
三
・
三

二
五
七・三

五
六

六
一
三・三

七
七
八
・
三

江
別
村

一、
一
一三
・
三

一、
一〇
八
・三

空
知

郡

南 茶 高 美 江 野 篠
滝 志 志

川 川 内 内 唄 別 幌 路

西
室
蘭
郡
輪
西
村

同

剣
渕
村

士
別
村

同 東
旭
川
村

同 当
麻
村

同 一 同 秩 同 同 同 滝 同 同 沼 同 江 同
貝
村

四
六
一
・七

一、
〇
〇
四
・
五

一、
〇二
六・
七

二、
〇
八
二
・

一、
〇
二
一
・〇

四
三
四
・
四
四
三

一五 一

二〇
同

r

北
太
田
厚
岸
郡
太
田
村

一、
〇
六
〇
・
〇

一、
一二
二
・
七

北
滝

南
江
部
乙

北
江
部
乙

西
永
山|上

川
郡
永
山
村

同 同
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を
目
的
と
し
た
最
後
の
制
度
で
あ
り
、
翌
年
か
ら
は
北
辺
警
備
と
開
拓
と
い
う

こ
と
に
変
わ
っ
た。
し
た
が
っ
て
滝
川
屯
田
は
旧
士
族
で
構
成
さ
れ
農
業
経
験

者
が
少
な
い
の
にく
ら
べ
、
江
部
乙
屯
田
は
農
業
経
験
者
が
大
半
を
占
め、
農

業
技
術
に
格
差
が
あ
り
、
こ
の
結
果
が
開
墾
成
績
に
影
響
し
た
の
で
あ
る
。

2
移
住
の
時
期
と
大
隊
本
部
の
指
導

滝
川
屯
田
兵
は
六
月三
十
日
か
ら
七
月
七
日
ま
で
に入
村
し
た
。
大
隊
本
部

で
は、
開
墾
よ
り
も
屯
田
兵
屋
周
囲
の
整
理
や
道
路づ
く
り
に
重
点
を
置
い
た

た
め
に
約
一
か
月
ほ
ど
こ
の
仕
事
に
か
か
り
き
り
で、
引
き
続
き
八
月
四
日
か

ら
屯
田
兵
と
し
て
の
訓
練
を
始
め
た
。
こ
の
た
め
に
実
際
の
開
墾
作
業が
遅
れ

て
し
ま
い、
入
植
の
年
に
は
蕎
麦
も
大
根
も
作
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ほ
と
ん
ど

無
収
穫
に
近
い
状
況
で
あ
っ
た
(滝
川
小
史―‒わ

が
ふ
る
さと
ー
、
市
史
上
巻
よ
り
)。

江
部
屯
田
は
明
治二
十
七
年
五
月
五、
十
二
日、
十
七
日
の三
回
に
わ
け
て

入
植
し
た
。
屯
田
本
部
で
は、
先
の
滝
川
屯
田
移
住
の
に
が
い
経
験
を
ふ
ま
え

て、
兵
屋
以
外
の
整
備
を
最
小
限
度
に
済
ま
せ
て
開
墾
農
耕
に
集
中
す
る
よ
う

適
切
な
指
導
を
し
た。
こ
の
た
め
入
植
初
年
度
に
は、
蕎
麦
の
ば
ら
播
き
を
し

て
秋
に
は
相
当
の
収
穫
が
あ
った
と
い
う
(江
部乙
町
史
お
よび
市
史
上
巻、
屯
田
兵

の談
話
よ
り
)。
こ
う
し
た
開
拓
初
年
度
の
成
否
も
、
両屯
田
兵
及
び
家
族
の
開

拓
意
欲
に
大
き
く
影
響
し、
開
墾
成
績
に
差
が
つ
い
た
一
因
と
も
言
え
よ
う
。

補
説三

開
墾
成
績
の
悪
い
他
兵
村に
つ
いて

明
治二
十
三
年
、
滝
川
屯
田
と
同
時
に
厚
岸
郡
太
田
村(現厚

岸
町)に

移
住
し

た
屯
田
兵
の
開
墾
率
は
二
九
パ
ー
セ
ント
と
異
常
に
低
い
が、
こ
れ
は
霧
の
た

め
日
照
時
間
が
少
な
く
農
耕
に
不
適
で
あ
り、
生
活
も
非
常
に
苦
し
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
気
象
条
件
と
か
海
流
の
関
係
な
ど
で
開
墾
が
進
ま

ず
、
土
地
没
収
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
多
い
。
こ
れ
ら
は、
屯
田
兵
村
指
定
に
際
し

て
の
調
査
が
不
十
分
で
あ
った
こ
と
も
考
え
ら
れ、
開
墾
成
績
が
単
に
屯
田
兵

の
作
業
効
率
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

補
説
四
屯
田
兵
の
後
継
者
や
子
孫
の
現
況

滝
川
・
江
部
乙
両
屯
田
兵
村
と
も
に
移
住
前
後
の
状
況
や、
当
時
の
苦
労
の

よ
う
す
な
ど
は
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
が、
そ
の
後
の
推
移
に
つ
い
て
は

ま
と
ま
った
記
録
が
な
い
。
更
に、
屯
田
兵
の
後
継
者
や
子
孫
の
こと
と
な
る

と
い
っ
そ
う
記
録
が
希
薄
で、
昭
和三
十
年
代
に
な
って
よ
う
や
く
後
継
者
を

中
心
と
し
て
、
先
人
の
偉
業
を
讃
え、
そ
の
労
苦
を
偲び
、
こ
れ
ら
を
後
世
に

伝
え
よ
う
と
組
織
的
な
運
動
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

平
成
二
年
七
月
現
在、
両
屯
田
兵
後
継
者
団
体
(滝
川
屯
田
兵
遺
徳
顕
彰
会、
江
部

乙
屯
田
親
交会)

の
調
査
に
よ
る
と、

滝
川
屯
田
の
場
合
市
内
に
居
住
す
る
後
継

者
の
家
庭
は
七
七
戸
(そ
の
う
ち、
農
業
後
継
者一
六
戸
を
含
め
て
給与
地
に居
住し
て
い
る

家
庭
二
五戸)

で
あ
り、

滝
川
市
以
外
で
所
在
が
判
明
し
て
い
る
家
庭
は
一〇
五

戸
で
あ
る
。

一方、
江
部乙
屯
田
の
場
合
は
旧
江
部乙
町
に
居
住
す
る
家
庭
の
み
に
調
査

を
し
ぼ
り
、
後
継
者
の
家
庭
は
九
五
戸
(その

うち
給与
地
に
居
住
し
て
い
る
家
庭
は三

六
戸)
と
な
って
い
る
。

な
お、
滝
川
屯
田
の
場
合、
昭
和
十三
年
七
月
に
北
海
道
人
造
石
油
株
式
会

社
滝
川
工
場
誘
致
に
際
し
て
こ
の
敷
地
一
一七
町
歩
(坪
当り九〇

銭)、
同
年
八

月
、
人
石
工
場
の
位
置
決
定
と
同
時
に
夕
張
製
鋼
製
作
所
滝
川
第三
工
場
の
敷

地
と
し
て
四
〇
町
歩、
合
計
一
五
七
町
歩
の
土
地
が
買
収
さ
れ
た
が、
こ
の
大

半
は
屯
田
兵
後
継
者
の
所
有
す
る
農
地で
あ
った
。

第
四
編
屯
田
兵
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当
時
の
戦
時
体
制
か
ら
、
両
工
場
と
も
国
策
工
場
と
い
う
こ
と
で
協
力
を
要

請
さ
れ
、
や
む
な
く
給
与
地
を
売
却
し
て
町
内
外
に
転
居
し
た
後
継
者
も
少
な

か
ら
ず
い
た
こ
と
を
記
録
に
留
め
て
お
き
た
い
。

滝
川
屯
田
兵
遺
徳
顕
彰
会

滝
川
屯
田
後
継
者
の
酒
井
信
高
を
中
心
に
同
志

の
者
が
呼
び
か
け
て
昭
和三
十
三
年三
月
十
日
に
「滝
川
屯
田
兵
移
住
者
遺
徳

会
」
が
発
足
し
た。
設
立
時
の
会
員
は
一
一四
名
で
あ
っ
た
。

こ
の
会
設
立
の
趣
旨
は、

「遠
く
故
郷
を
は
な
れ、
想
像
を
絶
す
る
苦
難
を

克
服
し
て
原
始
林
を
拓
き、
今
日
の
滝
川
の
発
展
の
基
盤
を
築
い
た
屯
田
兵
」

の
偉
業
を
讃
え、
子
孫々
に々
ま
で
開
拓
者
魂
を
伝
え
て
いく
こ
と
と
、
そ
の

子
孫
と
し
て
郷
土
滝
川
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
く
自
覚
を
強
め
て
い
く
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

会
の
事
務
所
を
滝
川
神
社
社
務
所
内
に
置
き、
会
員
は
滝
川
屯
田
兵
に
関
係

の
あ
る
家
族
を
正
会
員
と
し、
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
者
を
賛
助
会
員
と
し

た
。主
な
事
業
と
し
て
は、
滝
川
屯
田
移
住
日
を
記
念
日
と
定
め
毎
年
記
念
式
を

行
う
。
屯
田
兵
関
係
物
故
者
の
慰
霊
祭
典
の
執
行
と
顕
彰
。
現
存
者
の
慰
安
。

屯
田
兵
の
治
績
の
調
査
と
、
後
世
子
孫
に
伝
え
る
た
め
の
集
録
。
会
員
の
福
利

厚
生
と
相
互
の
親
睦
を
図
る
など
で
あ
る
。

こ
のう
ち
、
記
念
式
典
に
つ
い
て
は、
昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
に
市
制
が

施
行
さ
れ
た
の
に
伴
い、
開
基
記
念
日
が
七
月
一
日
と
決
定
さ
れ
た
の
で、
本

会
の
移
住
記
念
式
も
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
毎
年
七
月
一
日
に
滝
川
神
社
境
内
で
行

う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後、
昭
和
五
十二
年
十
二
月
に
会
の
名
称
を
「滝
川

屯
田
兵
遺
徳
顕
彰
会
」
と
改
め
た
。
今
ま
での
大
き
な
事
業
と
し
て
は、
昭
和

五
十
四
年
の
春
に、
滝
川
斎
苑
の
前
庭
に、
市
の
花
「ツ
ツ
ジ
」
を
移
植
し
て

「ツ
ツ
ジ」
を
造
成
し
て
い
る
。

ま
た、
平
成
二
年
七
月
一
日、
滝
川
市
開
基
一〇
〇
年
記
念
式
当
日
、
市
内

はじ
め、
道
外
か
ら
も
滝
川
屯
田
兵
後
継
者
八
〇
名
が
参
加
し
て、
滝
川
屯
田

移
住
一〇
〇
年
記
念
「子
孫
の
集
い
」
を
盛
大
に
開
催
し
た
。
な
お、
こ
の
行

事
と
あ
わ
せ
て
「屯
田
移
住
百
年
記
念
誌
」
を
発
刊
し
て
い
る
。

歴
代
会
長

初
代二代
白
水

屯
田
兵
の
子
孫

滝
川
屯
田
兵
遺
徳
顕
彰
会
で
は、
以
前
から
屯
田
兵
子

孫
(後
継者)

の
調
査
を
実
施
し
て
い
た
が、
平
成二
年
七
月
一
日
発
刊
の
「屯

田
兵
移
住
百
年
記
念
誌
」
に、
今
ま
で
判
明
し
た
分
の
名
簿
を
掲
載
し
て
い

る
。こ
の
調
査
は
猪
口
会
長
を
中心
に
長
期
間
に
わ
た
って
調
査
し
た
も
の
で、

今
後、
各
地
の
屯
田
兵
子
孫
と
の
比
較
研
究
上
貴
重
な
資
料
と
な
る
で
あ
ろ

う
。本
節
で
は、
江
部
乙
屯
田
兵
子
孫
と
同
じ
よ
う
に
市
内
に
在
住
す
る
子
孫
の

家
庭
の
み
掲
載
し
た。
た
だ、
本
表
で
は
後
継
者
以
外
で
遺
徳
顕
彰
会
に入
会

し
て
い
る
市
内
在
住
の
二
家
庭
も
含
め
た
の
で、
記
念
志
の
名
簿と
は
若
干
異

な
っ
て
い
る
。
な
お、
こ
こ
で
後
継
者
と
は
屯
田
兵
の
位
牌
を
も
つ
家
庭
を
指

す
。平

木佐

原
田
直
久
(
亥
津
童
)

勝
(
歴
次
)

桑植
田
昭
好
(
石
馬
)

原
正
美
(
益
夫
)

1
給
与
地
に
現
在
居
住
し
て
い
る
家
庭

(
)
内
は
屯
田
兵
名

藤
政
敏
(佐

木々
高
章)

野
村
貞
輔
(
数
太
)

28

酒
井
信
高
昭
和三
三
・
三～

三
代
猪
口英
之
助
昭
和
五
五～
現
在

務
昭
和
五
二
・
一
二
～
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木

手
111

文
夫
(
房
吉
)

喜
博
(
熊
槌
)

屋

屋 田 山

田
秀
雄
(
金
三
郎

)

鈴 井 增 木 南

増
幾
雄
(
力
熊
)

文
雄
(
源
次
郎
)
木
津
好
夫
(上杉

由
貞)

田
岩
夫
(
正
義
)

ネ
(
良
吉
)

清
(
助
蔵
)

久 松

保
キ

河
内
清
子
(
重
吉
)

岩
永
慶
子
(長
井
愛
之
助)

ツ
田

垣
雅
幸
(
勘
次
郎
)

増
沢
美
津子
(後
藤
広
吉
)

稲
垣
照
夫
(
兼
吉
)

古
瀬
節
子
(
熊
次
郎
)

松
本
憲
次
(
善
助
)

ヨ
(
菊
太
郎
)

浦
部
憲
正
(
弥
三
郎
)

兼
子
ウ

メ
(
喜
市
)

石
丸
丑
之
助
(
辰
吉
)

田
中

ユ
キ
(戸
田
宝
次)

宮
村
恒
子
(
常
吉
)

深
沢
徹
郎
(
英
作
)

二
葉
孝
夫
(
栄
三
郎
)

峯
廻
勝
行
(
春
蔵
)

西
川
正
哉
(
辰
之
助
)

河
内
山
シ
ズ
エ
(
庄
平
)

田
村

勇
(
千
代蔵

佐
原

ュ
(
初
之
進
)

南
博
雅
(
弁
治
)

尾
崎

清
(
芳
次
郎
)

中
村

信
夫
(
今
蔵
)

小
川
昭
夫
(
喜
代
次
)

2
給
与
地
を
離
れ
て
市
内
に
居
住
し
て
い
る
家
庭

計
二
五戸

內

内
野
竜
雄
(
栄
三
郎
)

辻
奥
敏
昭
(赤
川
安
太
郎)

中
村
猪
二
(
由
太
郎
)

尾
崎

二

勉
(
嘉
一郎

)
新
庄
宏
治
(
宇
喜
槌
)

棚
井
清
一(

清
太
郎
)

園
田
繁
雄
(
与
吉
)

鈴
木
和
気
行
(
好
己
)

原
田
純

一
(
保
太
郎
)

山
田
英
雄
(
喜
八
)

河
内
文
男
(
菊
之
丞
)

高
橋
昭
男
(
音
蔵
)

森
脇
勇
雄
(
長
三
郎
)

二
(
愛
之
助
)

松
田

一
男
(十
時

計
五
二
戸

こ
の
ほ
か、
滝
川
市
以
外
に
居
住し
て
い
る
後
継
者
一〇
五
戸
の
現
住
所
が

記
念
誌
に
集
録
さ
れ
て
お
り、
滝
川
屯
田
兵
遺
徳
顕
彰
会
で
は、
今
後
こ
の
資

料
を
も
と
に、
更
に
調
査
を
続
け
る
予
定
で
あ
る
。

江
部
乙
屯
田
親
交
会

昭
和三
十
六
年
五
月
八
日、
江
部
乙
町
内
に
居
住

す
る
屯
田二
世
四
三
名
が
集
ま
り
「
江
部
乙
屯
田
親
交
会
」
を
設
立
し
た。

会
の
目
的と
し
て
は、
屯
田
の
偉
業
を
末
永
く
讃
え、
開
拓
者
魂
を
高
揚
し

て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
事
業
と
し
て
は
屯
田
兵
の
遺
跡、
遺
品
の
保
存

を
は
じ
め、
屯
田
兵
物
故
者
の
慰
霊、
現
存
者
の
慰
安
、
会
員
相
互
の
親
睦
を

は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
会
員
は、
江
部
乙
町
在
住
の
屯
田
兵
の
後
継
者
と
し
、

会
に
賛
同
す
る
者
を
準
会
員
と
し
て
い
る
。

以
後、
毎
年
総
会
を
開
き
親
睦
を
深
め
る
と
と
も
に、
事
業
と
し
て
は
屯
田

兵
遺
品
を
集
め
郷
土
館
に
陳
列、
昭
和
四
十
年
に
は、
練
兵
場
跡
、
射
撃
場

跡
、
屯
田
本
部
跡
に、
そ
れ
ぞ
れ
札
幌
軟
石
で
石
標
を
建
立
し
て
い
る
。
ま

た
、
毎
年、
屯
田
公
園
を
清
掃
し
た
り、
記
念
の
ニ
レ
の木
の
保
全
に
つ
と
め

て
い
る
。

ま
た、
昭
和
五
十
八
年
九
月
に
は、
屯
田
移
住
九
十
年
を
記
念
し
て、
江
部

粟 南 土 藤 中 森 田 宮
御
園
生

倉
増
正
生
(
英
輔
)

平
林

平
(
亀

丸
)

重
(
三
津
三
)

重
(前
田
芳
治
郎)

見
沢
照
雄
(
長
右
ェ
門
)

薫
)

注
(深
沢
徹
郎と
、
菅
原
武
男
は
会
員
と
し
て
名
簿
に
入
れ
た)

近
野
銭
太
郎
(
惣
五
郎
)

高
橋
良
徳
(村
上
好
春
)

本
ス
エ
(
貴
定
)

中
村

ム
ラ
(
寅
吉
)

勝
(
政
吉
)

務
(

広
)

増
田

白
水

原
田
重
雄
(
常
善
)

小
坂
庄
治
(
庄
吉
)

猪
口
英
之
助
(
英
信
)

野
田
ア
サ
(
丈
一
郎
)

稲
葉
ミ
ツ
ェ
(
徳
次
郎
)

桝
田
マ
サ
(
喜
次郎

)
有

馬
隆
士
(
辰
右
ヱ
門
)

森
村
米
英
(
作
松
)

菅
原
武
男
(
庄
次
郎
)

酒
井
利
通
(
利
太
郎
)

森
本
徳
助
(
幸
末
)

金
重
(
又太
郎
)

里

岡 中
村
昭

御
園
生
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乙
神
社
境
内
に
「
風
雪
九
十
年
屯
田
魂」
の
碑
を
有
志
寄
付
金
で
建
て
て
い

る
。

歴
代
会
長

二
代
進
藤

初
代
吉
田
精
一
昭
和
三
六
～

正
雄
同
三
九
～

三
代

一木
四
代
北
山
季
武
同
五
〇
～

善
二
同
四
五
～～

八
代
吉
沢
省
二
同
五
八
～
現
在

七
代
黒田

実
同
五
七
～

江
部
乙
屯
田
兵
の
子
孫

屯
田
親
交
会
事
務
局
で
は、
昭
和
六
十
三
年
に入

越
智
弘
光
(
喜
平
太
)

岡

植
時
の
給
与
地
に
現
在
居
住
し
て
い
る
後
継
者
家
庭
と、
給
与
地
を
離
れ
て
旧

江
部乙
町
内
に
居
住
し
て
い
る
後
継
者
を
調
査
し
て
い
る
が、
そ
の
実
態
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お、
今
後、
屯
田
移
住
百
年
を
記
念
し
て、
更
に
町
外

住
移
者
も
含
め
て
詳
細
に
調
査
す
る
よ
う
準
備
を
す
す
め
て
い
る
。

1
給
与
地
に
現
在
居
住
し
て
いる
家
庭

(
)
内
は
屯
田
兵
名

木
下

ス
ミ
(
藤
助
)

山
本

一
雄
(
政
吉
)

松
原
敏
彦
(
和
蔵
)

川伸
貴
(
近
次
)

木
下
靖
夫
(
由
松
)

三
笠
岩
蔵
(
惣
八
)

三
沢
了
三
(
貫
之
助
)

今
井
太

一
(
由
太
郎
)

山

船吉石

堀

沢
キ
ク
(
甚
三
郎
)

一
之
(
森
之
助
)

山
腋 越 津
隆
史
(
源
太
郎
)

康
弘
(
与
四
吉
)

正
夫
(
源三
郎
)

進
藤

玉
枝
(
島
吉
)

羽
野
輝
夫
(
棟
太
郎
)

岩
橋 田
春
市
(
亀
吉
)

前
賢
(
浅
次
)

本
所
利
和
(
久
太
郎
)

松
本

功
(
秀
七
)

平
沢
松
夫
(
末
松
)

城
畑
チ
ョ
(
京
太
郎
)

黒
田

実
(
策
一
)

中
川
原
政

一
(
伍
平
)

中
山
隆
雄
(
仙
太
郎
)

一
木
七
郎
(
百
太
郎
)

北
森
茂
代
(
元三
郎
)

次
原

モ
ト
(
麻
一
)

津
留
崎
哲
彦
(
平
太
郎
)

本
吉
武
雄
(
与
平
)

原
田

早
弓
浩
司
(
菊
一
郎
)

井
上
英
明
(
新
太
郎
)

浩
(
馬
吉
)

三
浦
利
枝
(北
山
伝
八
)

藤 木 池 福 臼池

沢 村 下
進 滝 肇

(
千
松

一
(
静
雄
)

甩
雄
(
常
吉
)

(計
三
五
戸
)

山
崎
国
夫
(
作
太
郎
)

2
給
与
地
を
離
れ
て
町
内
に
居
住
し
て
いる
家
庭

長
井

州
(
慶
重
)

高
谷
正
昭
(
千
代
太
)

家
納
利
雄
(
亀
蔵
)

本
元
重
人
(
竹
次
郎
)

本
き
く
(
岩
蔵
)

田
中
俊

一
(
栄
松
)

浅
田
義
則
(
栄
蔵
)

田
中

洋
(
金
太
郎
)

長
田
敏
明
(
権
次
郎
)

木
下
善
雄
(
鉄
五
郎
)

茂
(
円
次
郎
)

本
茂
雄
(
市
太
郎
)

森
谷
キミ
ュ
(
竹
次
郎
)

義
雄
(
市
蔵
)

石
本

稗
田
イ
ト
(
五
市

田
原

実
(

茂
)

中
島

信
義
(
伊
吉
)

原
茂
夫
(
富
次
郎
)

野
並
恒
蔵
(
長
太
郎
)

東
藤
健
治
(
庄
次
郎
)

杵
茂
実
(
喜
一郎

√

吉
本
国

一
(
茂
五
郎
)

石
橋

本
荘
智

一
(
幹

一
)

治
(
伊
勢
吉
)

山
根
孝
久
(
喜
助
)

藤
田
ス
ミ
子
(
利
一
)
福
永

昇
(
伝
兵
衛
)

岩
崎

菊
治
(
初
吉
)

好
定

一
(
直
作
)

忠
雄
(
栄
太
郎
)

実
(
勇次郎

√

吉
(
恒
吉
)

榎
本
伊
和
治
(
友
吉
)

土
田

ヤ
エ
(川
村
儀
蔵
)

大 島石 三
崎 津 川

竹
内

森
田

信 兼
夫
(
兼
松
)

真
輔
(
丑
太郎

√

多
田
寛

司
(
力
蔵
)

浮
穴

孝
良
(
鶴
蔵
)

佐
木々
芳

一
(
徳
松
)

六
代
吉
田
堅
治
昭
和五
六・
八月
ま
で

茂
同
五六
・
九月
から

代
行
田
野

中
西
条
吉
(
長
蔵
)

寺
本
八
重
(
米
吉
)

渋
田
伸

一
(
良
二
)

)
山
本
唯
好
(
利
平
次

千
徳
範
子
(
与三
松
)

岩
佐
賢

一
(
駒
蔵
)

玉
置

重
司
(
藤
吉
)

田
野

埴
淵

河
上
マツ
ェ
(
金
次郎

義
信
(
平
八
)

井

千
田
義
男
(
仁
太
郎
)

安
藤
太
一
(
亀
蔵
)

伊
藤

保
(
与
作
)

虎木

30

五
代
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一
～



寺
崎
竹
雄
(
竹
次
郎
)

小井
出
福
太郎
(
熊
蔵

梅
野
伸
之
(
種
吉
)

兵
村
の
制
度
と
活
動

寺 小

崎
武
雄
(
和
三
郎
)

橋
澄
雄
(
徳
之
助
)

(計
五
九戸)

第
五章第
一
節
か
ら
第
八
節
まで
は
上
巻
に
登
載

第
四
編
屯
田
兵
制

3




	滝川市史_続巻.pdf
	第一編　北海道抄史
	第一章　蝦夷地時代
	第一節　古代の北海道
	第二節　和人の移住
	第三節　蝦夷地の管領
	第四節　松前藩の確立と蝦夷地開発の情勢
	第五節　江戸幕府の直轄時代
	第六節　松前氏の復領と対露問題
	第七節　幕府の再管領

	第二章　開拓使時代
	第一節　箱館裁判所（府）の開設
	第二節　奥羽騒乱と五稜郭の平定
	第三節　開拓使設置と道・国・郡の命名
	第四節　開拓使の新政と諸藩分領
	第五節　開拓使十年計画とその成績

	第三章　三県一局時代
	第四章　北海道庁時代
	第一節　北海道庁の成立と新政策
	第二節　北海道十年計画とその実績
	第三節　第一期拓殖計画
	第四節　第二期拓殖計画

	第五章　北海道時代
	第一節　戦後緊急開拓時代
	第二節　北海道総合開発計画
	第三節　第二期道総合開発計画
	第四節　第三期道総合開発計画
	第五節　新北海道総合開発計画

	第六章　空知の概要
	第一節　空知の沿革
	第二節　空知の概況


	第二編　自然
	第一章　地誌
	第一節　位置・面積
	面積の変更

	第二節　地勢
	第三節　地質
	第四節　応用地質（地下資源）

	第二章　気象
	第一節　気象観測
	1　気温
	2　雨量
	3　霜・雪
	4　天候
	5　地温・水温

	第二節　岩見沢測候所滝川気象通報所

	第三章　生物
	第一節　昔の動植物について
	第二節　滝川の動物
	第三節　滝川の植物


	第三編　開拓
	第一章　先住民族
	第一節　日本の人種
	第二節　本道の先住民族
	第三節　滝川における先住民族
	第四節　滝川とアイヌ
	第五節　アイヌ語地名とその語源

	第二章　開村以前
	第一節　場所と運上金
	第二節　初期の探検時代
	第三節　松浦武四郎と滝川
	第四節　開拓使時代の行政区域
	第五節　明治時代の探検調査
	第六節　集治監と囚人使役
	第七節　十津川移民


	第四編　屯田兵制
	第一章　屯田兵の起源
	第一節　屯田の語句
	第二節　屯田兵制の起こり

	第二章　屯田兵制度
	第一節　屯田兵の諸規定
	第二節　屯田事務局設置と屯田兵の服役・給与
	第三節　屯田予備兵の制度
	第四節　制度の改正と第七師団への従属
	第五節　屯田兵の消長沿革
	第六節　屯田兵の召募・配備

	第三章　滝川屯田
	第一節　南・北滝川屯田兵村設置の経緯
	第二節　空知太屯田兵の募集
	第三節　十津川移民の屯田兵応募
	第四節　屯田兵の受入準備
	第五節　滝川屯田兵の移住
	第六節　滝川屯田兵氏名及び編制

	第四章　江部乙屯田
	第一節　江部乙屯田兵の募集
	第二節　江部乙兵村の受入準備
	第三節　江部乙屯田兵の移住
	第四節　江部乙屯田兵氏名及び編制
	補説一　屯田兵村別開墾成績
	補説二　滝川屯田と江部乙屯田の開墾達成度
	補説三　開墾成績の悪い他兵村について
	補説四　屯田兵の後継者や子孫の現況
	滝川屯田兵遺徳顕彰会
	屯田兵の子孫
	江部乙屯田親交会
	江部乙屯田兵の子孫


	第五章　兵村の制度と活動
	第一節　屯田移住民到着後の諸給与
	第二節　兵村の自営的諸制度と組織
	第三節　屯田兵の服務・練兵及び生活・日課
	第四節　屯田兵の従軍
	第五節　開拓営農
	第六節　屯田歩兵第二大隊日誌
	第七節　屯田兵恩給
	第八節　屯田兵談話及び座談会




